
『学校において予防すべき感染症（学校感染症）』による出席停止について 

 

お子様が、学校感染症にかかった（もしくは、かかった疑いがある）と診断された場合は、 

出席停止となります。その場合は、すみやかに学校に連絡してください。 

 

出席停止の手続きと再登校までの流れは以下のとおりです。 

※注意※ 医療機関の証明書は不要です！ 


